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原
子
炉
等
規
制
法
と
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
の
二
重
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
「
避
難
者
」
と
し
て
復
興
庁
が
把
握
し
て
い
る
数
は
、
二
〇
一
八
年
九
月
十
一
日
現
在
で
四
十
七
都

道
府
県
千
十
五
市
区
町
村
に
わ
た
り
五
万
七
千
人
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
福
島
県
か
ら
県
外
へ
の
避
難
は
三
万
三
千
人
と
大

半
を
占
め
、
避
難
の
背
景
に
は
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
発
事
故
（
以
後
、
事
故
）
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

事
故
前
も
後
も
、
原
子
力
事
業
者
は
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

則
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
」
で
、
周
辺
監
視
区
域
外
に
お
け
る
公
衆
の
線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
で
年

一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
規
制
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
事
故
に
よ
り
「
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
（
略
）
、
汚
染
が
人
の
健
康
又
は
生

活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
速
や
か
に
低
減
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
別
措
置
法
（
以
後
、

特
措
法
）
で
は
、
発
生
源
で
あ
る
福
島
第
一
原
発
の
事
業
者
で
あ
る
東
京
電
力
に
は
公
衆
の
線
量
限
度
を
実
効
線
量
で
年
一
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
規
制
は
か
け
ら
れ
て
な
い
。
そ
し
て
、
政
府
が
二
〇
一
三
年
十
一
月
十
一
日
に
策
定
し
た
基
本
方
針

で
、
概
ね
次
の
よ
う
な
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

・
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
で
あ
る
地
域
は
段
階
的
か
つ
迅
速
に
縮
小
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

一



・
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
の
地
域
は
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
と
な
る
こ
と
を
長
期
的
な

目
標
と
す
る
。

・
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
と
な
る
地
域
を
指
定
し
て
除
染
を
行
う
。

つ
ま
り
、
原
子
炉
等
規
制
法
と
特
措
法
で
は
、
事
業
者
に
か
け
る
規
制
の
有
無
も
公
衆
の
線
量
限
度
も
異
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
以
下
、
質
問
す
る
。

一

特
措
法
は
、
国
や
自
治
体
が
除
染
を
行
っ
て
も
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
を
達
成
す
る
こ
と

を
義
務
づ
け
て
い
な
い
が
、
こ
の
特
別
措
置
を
い
つ
ま
で
続
け
る
の
か
。

二

特
措
法
の
も
と
で
は
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
未
満
で
あ
れ
ば
、
居
住
や
帰
還
が
許
容
さ
れ
て

し
ま
い
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
が
規
制
さ
れ
る
原
子
炉
等
規
制
法
と
は
二
重
基
準
と
な
っ
て

い
る
が
、
事
故
直
後
の
混
乱
期
が
過
ぎ
た
七
年
半
が
経
過
し
た
今
も
こ
の
よ
う
な
特
別
措
置
を
続
け
る
の
は
何
故
か
。

三

現
在
ま
で
に
政
府
が
避
難
指
示
を
解
除
し
た
も
の
の
、
追
加
被
ば
く
線
量
が
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
を
、
空
間
線

量
毎
時
〇
�
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
し
て
換
算
し
て
、
そ
れ
が
達
成
で
き
て
い
な
い
地
域
を
含
む
市
町
村
名
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

二



四

避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
た
後
で
も
、
住
民
が
帰
還
す
る
か
ど
う
か
は
、
事
故
前
か
ら
あ
っ
た
原
子
炉
等
規
制
法
の
告
示
基

準
を
拠
り
所
に
判
断
す
る
の
は
、
極
め
て
科
学
的
か
つ
合
理
的
な
思
考
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

原
子
炉
等
規
制
法
が
事
業
者
に
課
し
て
き
た
告
示
基
準
を
日
本
全
土
に
一
律
に
課
せ
て
い
な
い
状
況
は
、
事
故
由
来
の
放

射
性
物
質
汚
染
に
暴
露
す
る
リ
ス
ク
を
持
つ
住
民
か
ら
見
れ
ば
、
憲
法
第
十
四
条
が
「
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い

て
、
差
別
さ
れ
な
い
」
と
し
て
定
め
た
法
の
下
の
平
等
に
反
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
は
こ
の
状
況
を

い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
是
正
す
る
つ
も
り
か
。

六

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
は
、
住
民
の
命
と
健
康
を
守
る
べ
く
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
を
し
て
避
難
指
示
を
出
す
こ

と
を
可
能
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
原
子
炉
等
規
制
法
に
基
づ
く
告
示
に
よ
る
公
衆
の
線
量
限
度
に
守
ら
れ
る
国
民
と
、
そ

の
限
度
と
は
異
な
る
、
特
措
法
が
定
め
る
長
期
目
標
の
も
と
で
住
ま
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
国
民
を
生
み
出
し
て
し

ま
っ
た
。
憲
法
が
定
め
る
法
の
下
の
平
等
を
守
る
た
め
に
は
、
一
日
も
早
く
、
原
子
炉
等
規
制
法
が
原
子
力
事
業
者
に
課
し

て
い
る
公
衆
の
被
ば
く
限
度
を
全
国
一
律
の
も
の
と
し
、
そ
の
限
度
を
超
え
る
可
能
性
の
あ
る
地
域
の
住
民
に
つ
い
て
は
、

避
難
も
し
く
は
移
住
す
る
選
択
肢
と
権
利
を
確
保
し
、
経
済
的
な
負
担
を
放
射
性
汚
染
物
質
の
発
生
源
で
あ
る
原
子
力
事
業

三



者
に
負
わ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

四


